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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 1月 31日 (2007.1.31)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 患 者 が 子 癇 前 症 を 起 こ し て い る か ど う か を 判 定 す る 方 法 で あ っ て 、
　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン を 含 む 検 体 を 取 得 し 、
　 尿 を 検 体 と し て 使 用 し 、
　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の レ ベ ル を 検 出 し 、
　 前 記 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の レ ベ ル を 、 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 範 囲 と 比 較 し 、
マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の レ ベ ル が 前 記 正 常 な 者 の 範 囲 か ら 有 意 の 増 加 が あ る と き を 、 子 癇 前
症 で あ る こ と の 指 標 と し 、 及 び
　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン が 、 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 範 囲 よ り も 約 ５ ０ ％ 以 上 増 加
し て い る と き 、 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン に 有 意 の 増 加 が あ る と 判 定 さ れ る 、 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 濃 度 を 、 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 濃 度 範 囲 と 比 べ て 有 意
の 増 加 が あ る と き を 、 血 管 収 縮 の 有 無 と は 関 係 な く 子 癇 前 症 で あ る こ と の 指 標 と す る 請 求
項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】



　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン に 有 意 の 増 加 が あ る と 判 定 さ れ る の は 、 そ の 増 加 が 正 常 な 者 の マ リ
ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 範 囲 か ら 約 １ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ％ の と き で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン が 、 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 範 囲 と 比 べ て 有 意 の 増 加 が あ
る と き を 、 環 状 Ａ Ｍ Ｐ の 有 無 と は 関 係 な く 子 癇 前 症 で あ る こ と の 指 標 と す る 請 求 項 １ に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン が 、 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 範 囲 と 比 べ て 有 意 の 増 加 が あ
る と き を 、 他 の 種 類 の 高 血 圧 の 有 無 と は 関 係 な く 子 癇 前 症 で あ る こ と の 指 標 と す る 請 求 項
１ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 患 者 が 子 癇 前 症 を 起 こ し て い る か ど う か を 判 定 す る 装 置 で あ っ て 、
　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン を 含 む 患 者 の 検 体 を 収 容 す る 試 料 容 器 で あ っ て 、 尿 を 検 体 と し て 使
用 す る こ と が で き る よ う に 構 成 さ れ た 試 料 容 器 と 、
　 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 範 囲 に 対 す る マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の レ ベ ル を 測 定 す る
ア ナ ラ イ ザ ー と 、 を 具 え て お り 、 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン が 、 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン
の 範 囲 か ら 有 意 の 増 加 が あ る と き を 、 子 癇 前 症 で あ る こ と の 指 標 と し 、
　 ア ナ ラ イ ザ ー は 、 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 増 加 が 、 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 範 囲
の 約 ５ ０ ％ 以 上 で あ る と き を 有 意 の 増 加 が あ る と 判 定 す る 、 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 ア ナ ラ イ ザ ー は 、 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 増 加 が 、 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 範 囲
の 約 １ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ％ 以 上 で あ る と き を 、 有 意 の 増 加 が あ る と 判 定 す る 請 求 項 に 記 載 の
装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 患 者 が 子 癇 前 症 を 起 こ し て い る か ど う か を 判 定 し 、 子 癇 前 症 を 治 療 す る た め の 方 法 で あ
っ て 、
　 患 者 の 検 体 に マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 有 意 の 増 加 が あ る か ど う か を 判 定 し 、
　 尿 を マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 源 と し て 使 用 し 、
　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン に 有 意 の 増 加 が あ る 場 合 、 患 者 の 子 癇 前 症 を 治 療 し 、 及 び
　 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン が 、 正 常 な 者 の マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン の 範 囲 よ り も 約 ５ ０ ％ 以 上 増 加
し て い る と き 、 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン に 有 意 の 増 加 が あ る と 判 定 さ れ る 、 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 マ グ ネ シ ウ ム 含 有 薬 の 投 与 、 ア ル フ ァ メ チ ル ド ー パ の 投 与 、 安 静 療 法 及 び 出 産 か ら な る
群 か ら 選 択 さ れ る 少 な く と も １ つ を 治 療 と し て 行 な う こ と を 含 ん で い る 請 求 項 に 記 載 の
方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 マ グ ネ シ ウ ム 含 有 薬 と ア ル フ ァ メ チ ル ド ー パ を 共 に 投 与 す る こ と を 含 ん で い る 請 求 項
に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 治 療 は 、 マ リ ノ ブ フ ァ ゲ ニ ン に 対 す る 抗 体 を 使 用 す る こ と を 含 ん で い る 請 求 項 に 記 載
の 方 法 。
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